
行事ブース実施要領 

まつりの円滑な実施のため、出展の申込みの前に必ずご確認ください 

 

１ まつり開催時間 

４月４日（土） 午後 １時～午後５時（交通規制は午後 １時～午後５時３０分まで） 
５日（日） 午前１０時～午後５時（交通規制は午前１０時～午後５時３０分まで） 

※ 交通規制時間中は、区域内住民や緊急車両を除いては、車両の通行ができません。物品

の搬入、搬出等で車両を使う場合は交通規制時間外に行ってください。 
 

２ 行事実施について 

（１）ブース内では必ず活動発表を行ってください（物販のみは不可）。 
（２）参加内容の確認のため、運営委員による巡回を行いますのでご承知ください。 
（３）まつり開催時間前の販売は絶対に行わないでください。開催時間前に販売しているのを発

見した場合には、次回の市民まつりへの出展をお断りさせていただく場合があります。 
 
３ 出展の準備・受付について 

（１）借用物品（有料）（机、いす、パネル）についてはブースの区画内もしくはその付近に置い 
てありますので、数をご確認の上、ご使用ください。不足等があった場合は事務局までご連

絡ください。 

借用物品は、出展最終日に机・いすはたたんで、パネルは脚をはずして、パネル・脚と一 
緒に寝かせてブース内に置いておいてください。実行委員会で回収します。 

（２）出展当日に本部で受付を行ってください。受付時間は４月４日（土）・５日（日）ともに午

前８時３０分から開始します。土・日両方出展される団体は土曜日に受付していただければ、

日曜日は受付不要です。 
ブースの準備も８時３０分以降からとします。（前日準備は不可。） 

（３）受付の際は、３月中旬頃に郵送する行事ブース受付カードを持参してください。受付を済

ませた団体には『行事参加承認証』を交付します。行事参加承認証はブースの前面に必ず

提示してください。当日受付をされないと、参加確認ができませんので必ず受付へお越しく

ださい。 
 
４ 出展ブースの利用について 

（１）１団体で利用できるスペースは３．６ｍ×５．４ｍです。はみ出さないようにご注意くだ

さい。 
※ 指定場所以外の使用及び机、いす等の設置は絶対に行わないでください。 

（２）市民まつり実行委員会ではテントの用意をしていませんので、テントが必要な団体は各自 
で用意してください。（飲食を伴う出展は必ずテントを使用し、3 方幕の設置をしてください） 

また、テントの強風対策は各団体で責任を持って実施してください。 
（３）飲食物などを取り扱う場合は、地面が油等で汚れないようブルーシート等での養生を徹底 

してください。また、正面以外の３辺をシートで囲い、飲食物に異物が混入しないようにし 
てください。 

（４）金銭及び貴重品等の管理は各団体で責任を持って実施してください。 



（５）４日（土）終了後、テント等の保管については、歩行者等の邪魔にならないよう注意して

ください。また、強風によりテントが飛ばされないようテントの幕を取り外すなどの工夫を

してください。夜間の警備員は配置しないため、各団体の責任において管理してください。 
 
５ 火気の取扱いについて 

  火気の取り扱いについては細心の注意を払い、火気器具（発電機、ガスコンロ、炭火、電気

フライヤー、ホットプレート等）を使用する団体は、消火器を必ずブース内に配置してくださ

い。 
特に、カセットコンロの使用にあたっては、メーカー等の取り扱い方法に従い、注意を払っ

てご使用ください。 
  火気取扱責任者を中心として安全確認の徹底をお願いいたします。 
 
６ 仮設電源の利用について 

  有料の仮設電源を申し込んでいる団体につきましては、ブース近くの電源ボックスからブー

スまで電源を引き込んでいただく必要がありますので、延長コードや電動ドラムリールをご用

意ください。（例えば 4000W の依頼の場合 3～4 本の延長コードは必要です。） 

  また、仮設電源を使用する団体は、申請した電気量を越えないようにしてください。ブレー

カーが落ち、同じ電源ボックスを使用している他の団体の電気も使用できなくなってしまいま

す。また、ブレーカーが落ちた場合には過電流の原因を調査し復旧しますので、必ず事務局に

連絡してください（危険ですので自身でブレーカーを上げることは行わないでください）。 

 
７ 禁止事項 

  出展ブースでは次のことを禁止しています。 
   ・ 地面で直接火を起こすこと 
   ・ 棒付き風船の配布（ヘリウムガスを使用する風船は禁止ではありませんが、飛ばない

ように工夫してください） 
  ・ 発電機エリア以外での発電機の使用 
  ・ アンプ、スピーカー、ハンドマイク、拡声器等を使用しての呼び込み 
  ・ 募金、カンパ、署名などの活動 
    ※ただし、募金については実行委員会の許可を受けた場合は実施できるものとします。 

・ 出展ブースエリア外での販売、ビラ配り、呼び込みなどの活動 
※ただし、第２駐車場２階の出展団体は、スロープ下に限りビラ配布及び呼び込みを認めるも

のとします。 
・ 実行委員会が指定する喫煙場所以外での喫煙（ブース内での喫煙や路上喫煙等は絶対

に行わないでください。） 
   ・ ブース内への車両の持ち込み 
 
８ 清掃について 

（１）行事実施場所周辺は、参加者が責任を持って清掃してください。また、各団体ともごみ箱

等を準備し出展ブース前に設置するなど、適切なごみの管理に努めてください。 
（２）市民まつり参加者全員による「ごみ拾い大行進」を両日とも午後５時から５時３０分まで 

実施しますので、ご協力をお願いします。 



 ※ まつり終了後、ごみが非常に多いです。ごみ拾い大行進に限らず、ごみ拾いにご協力くだ

さい。   
 ◎市民まつりにおけるごみの出し方について 

・ 一般（可燃）ごみはビニール袋に入れ、口をしばり、所定のごみ集積所に持ち出し

てください。（『ごみ分別ブース』は一般来場者用です。出展ブースから出たごみは

必ず所定の『ごみ集積所』にお持ちください。） 
・ ごみ袋は透明なものを各団体で用意し、使用してください。 
・ ビン、カン、ペットボトル、段ボールの資源ごみは仕分けを行い、ごみ集積所（別

図参照）へ出してください。段ボールは折りたたみ、必ずひもで縛ってください。 
・ ビン、カン、ペットボトルは中身が入っていないことを確認し、スプレー缶は中身

を使い切って、透明のビニール袋に入れて出してください。 
・ 冷凍、冷蔵品を入れる発泡スチロール容器及び一斗缶は、回収しませんので各団体

で持ち帰ってください。 
 

９ 参加団体の駐車場について 

駐車場は、「清新小学校」又は「星が丘小学校」をご利用ください。 

利用時間：清新小学校   午前８時から午後７時３０分まで 

       星が丘小学校  午前８時から午後７時まで 

※ 清新小学校、星が丘小学校については一般来場者には開放しません。 

※ 駐車場所には限りがありますので、場合によっては駐車できないこともあります。乗り 

合いでの来場にご協力願います。 

※ 会場周辺は全面駐車禁止ですので、路上駐車は絶対にしないでください。 

 

10 まつりスタッフについて 

  本まつりは皆様で作り上げるまつりであることから、必ず各参加団体から１名の方に「まつ

りスタッフ」として業務に従事していただきます。 

  業務内容はステージスタッフ補助、パレード行進時に通路確保のための呼び掛け、会場内ゴ

ミ拾いなどを行っていただきますが、業務内容の割り当てやマニュアル、当日の集合場所・時

間は、３月中旬頃に郵送で各団体へお知らせします。 

 まつりスタッフにご協力いただけない場合や実行委員会の注意事項に従わない場合は、市民

まつりに参加できませんのでご注意ください。 

なお、まつりスタッフは、雨天の場合にも業務がありますので、集合時間までにお集まりく

ださい。 

 
11 その他注意事項 

（１）雨天の場合の出展判断は各団体で行なってください。なお、荒天によるまつりの中止など 
実行委員会での決定事項については、場内放送等で案内するほか、市民まつり公式ホームペ 
ージで周知します。 

（２）来場者に怪我をさせることのないよう、テント等の設置や行事の実施については、十分注 
意を払ってください。万一、事故等が発生した場合は、負傷者の対応を優先するとともに、 
事務局へ必ず連絡して下さい。 

（３）ブース内で使用の水については各団体で持参してください（ポリタンク等）。会場内での



給排水は原則としてできません。鍋等の洗い物や油物の流しは絶対に行わないで下さい。 
（４）貸出物品の机を借用する団体で、加熱機器（コンロ、トースター等）を使用する場合は、

机が焦げたり、溶けてしまう可能性があるため、石膏ボード等を間に引くなどの養生を行っ

てください。破損や変形した物品については、実費相当額を請求いたします。 

（５）酒類の販売を予定している団体は、あらかじめ相模原税務署への確認をお願いします。 
※ 缶や瓶のまま開封せずに酒類を販売する場合は、販売業免許が必要です。（あらかじ 

め税務署への届出が必要です。届出の際、まつりの主催者が許可していることの証明書 
が必要な場合、事務局へご連絡ください。） 

   ※ まつりの会場において、その場でビール等をコップに注ぐなどの方法で酒類を提供す

るような場合は、販売業免許は必要ありません。 
（６）申請団体名において２０２６年４月４日をさかのぼる１年間の間で各祭り等に出店をして

いる回数を必ずご報告ください。（今回申込みの桜まつりも１回と数えます）合わせて５回以

上になる方は保健所にご相談ください（営業許可証が必要となるため）。 
（７）飲食取り扱い団体で品目や調理方法により、販売できないものもございます。保健所又は

事務局にお問い合わせの後お申し込みください。 
 


